
STOP!　コンビニ受診

いま何時？
受診する時間によって
医療費に加算あり！
病院や薬局は、夜間・早朝・休日に受診すると、
医療費に加算がつきます。平日の日中に受診しましょう。

夜間・早朝・休日は「割増料金」がかかります

長時間待ったのに再受診が必要になることも

加算がつく時間帯と加算額は次のとおりです。おおむね平日8時～18時、土曜日8時～12時
以外に受診すると、割増料金がかかると覚えておきましょう。

時間外

6時 6時

8時

12時

22時

診療時間＊

＊土曜日は 8時～12時

18時

22時

時間外

初診時 850円
再診時 650円

深夜

平日 休日

加算あり! 加算あり!

休日

初診時 4,800円
再診時 4,200円

深夜

初診時 4,800円
再診時 4,200円

初診時 2,500円
再診時 1,900円

●病院・診療所における割増料金●

平日も休日も
深夜だと

5,000円近く
加算される！

時間帯 加算額

時間外 調剤技術料と同額

休　日 調剤技術料の1.4倍

深　夜 調剤技術料の2倍

※自己負担は上記の2～3割です。
※6歳未満の場合、加算はさらに高額になります。
※夜間・早朝・休日に通常診療している診療所では、8時前や18時（土曜日は12時）以降・休日には500円の

加算が、調剤薬局でも同様に、開業中であっても8時前や19時（土曜日は13時）以降・休日には400円の
加算がつく場合があります。

※夜間の救急診療を行う医療機関では、初診時2,300円、再診時1,800円の時間外加算がつく場合があり
ます。

※調剤技術料とは、「調剤基本料」「調剤料」などの合計です。

　夜間・早朝・休日は、緊急性の高い患者
が優先となります。待ち時間が長くなるだ
けでなく、専門医がいない場合が多いた
め、診療時間内の再受診が必要になるこ
ともあります。
　「日中は忙しくて時間がない」など自己
都合で受診すると、重症患者の治療の妨
げになることも知っておきましょう。

夜間・早朝・休日の診療では
実施していないこと
●緊急性が低い患者への詳しい検査や専門的な診療
●長期間の薬の処方（おおむね１～３日分のみ）
●診断書の発行やワクチン接種　など

➡診療時間内の再受診が必要になります。

※上記は一例で、医療機関によって対応は異なります。

お子様の急な
体調不良で

困ったときは…

ヨドバシ24時間
救急ホットラインを

ご利用ください
詳しくは裏表紙を
ご覧ください。

●調剤薬局でも割増料金がかかります●
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被保険者証廃止に伴う対応について

被保険者証の再交付
被保険者証をなくしたり、破損したときは、再交付を受けることができます。

▶
▶被保険者証を再交付してもらいたいとき

氏名が変わったとき
◦�被保険者（被扶養者）氏名変更届と被保険者証を健保組合へ提出。 ◦�新しい氏名の被保

険者証を交付。

　被保険者や被扶養者
に氏名の変更があった
ときは、すみやかに健保
組合へ届け出てくださ
い。新しい被保険者証を
交付します。

氏名が変わったとき

被保険者（被扶養者）
氏名変更届 会社

（人事部門） 健保組合 被保険者証
被保険者証

「被保険者（被扶養者）氏名変更届」に被保険者証を添付して会社（人事部門）経由で健保組合へ届け出てくだ
さい。

「被保険者証滅失・毀損・再交付申請書」を会社（人事部門）経由で健保組合へ届け出てください。破損の場合
は、破損した被保険者証も添付してください。また、盗難の場合は警察の「届出受付番号」を申請書に記入し
てください。

「被保険者証滅失・毀損・再交付申請書」➡ P.84

「被保険者（被扶養者）氏名変更届」➡ P.85

被保険者証をなくしたり破損したとき

手続き

手続き

●保険証廃止日（令和6年12月2日）以降、保険証は交付できないため、新規加入者にはマイナ保険証をご用意いただきま
す。

※マイナンバーカードを取得していない方、取得しているが健康保険証利用登録をしていない方、マイナ保険証による資
格確認ができない方等については、資格確認証を発行します。

●令和6年12月1日以前に保険証が交付されている加入者については、令和7年12月1日まで引き続き保険証の利用が可
能です。

●すでにマイナ保険証を利用されている方については、令和6年12月1日までは保険証の自主返納の受付を行っていませ
ん。（経過措置期間については、保険証を返納していただいても構いません。）


